
令和８年度 食品ロス削減月間キャンペーン業務委託仕様書 

 

１ 業務の主旨 

食品ロス削減推進月間である 10 月を中心に、県民の方に食品ロス削減を幅広く周知し、

食品ロス削減の意識啓発を図るとともに、本県における食品ロス削減の取り組みを活性化す

るキャンペーンを実施する。 

 

２ 委託業務名 

  令和８年度 食品ロス削減月間キャンペーン業務 

 

３ 委託期間 

  契約の日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

４ 委託業務の内容 

（１）基本的な業務内容 

県内のスーパー・ドラッグストア等において、値引き販売された食品を購入したことがわ

かるレシート等を添付の上、ＷＥＢ又は郵送にて応募すると、抽選でプレゼントが当たるキ

ャンペーンを実施するとともに、食品ロス削減を推進するため、県民に向けた幅広い広報宣

伝活動を行う。 

 

（２）キャンペーン実施時期 

   令和８年１０月を中心として、約１か月以上の期間 

 

（３）キャンペーン実施店舗 

スーパー・ドラッグストアほか県下全域のより多くの店舗（100店舗以上）に参加しても

らえるよう努めること。 

 

（４）事業運営業務 

・スーパー・ドラッグストア等へのキャンペーン協力依頼、キャンペーン実施に係る調整等 

・岡山県特設サイト（https://shokuhinloss0.pref.okayama.jp/）の編集及び運営管理等 

・応募用ＷＥＢフォームの作成及び応募受付等 

 ※応募要件（複数商品・レシート・店舗での購入等）を定める場合は、技術提案に含める

こと。 

・個人情報を含む応募者データの管理、集計等 

・プレゼント賞品の作成・提供等（県産品や、家庭での継続的な食品ロス削減につながる賞

品など、応募意欲の湧く魅力ある商品を選定し提供すること） 

・その他事業を効率的に実施するために必要な業務 

 

（５）広報宣伝業務 

・新聞、雑誌、テレビ、公共交通機関広告、インターネット、ＳＮＳ、ホームページ等の中

から効果的な広報方法を選択のうえ実施すること。 

・県が運用している食品ロス削減啓発のインスタグラムアカウントを運用すること。 



・広報用ポスター、チラシ、ＰＯＰ等を作成し、キャンペーン実施店舗及び別途県が指定す

る発送先（60ヵ所程度）へ発送すること。 

・印刷する際は、「令和８年度岡山県グリーン調達ガイドライン（岡山県環境物品等の調達

の推進に関する方針）」４（５）①に準拠するよう努めること 

 

（６）その他 

  その他、食品ロス削減に対する前向きな気運の醸成につながる企画等があれば、独自提案す

ること。実施にあたっては、県と具体的な内容を協議の上、進めること。 

  （例：小学生向け食品ロス削減の普及・啓発用冊子の制作等） 

 

５ 業務計画書及び報告書の作成等 

（１）受託者は、契約締結後遅滞なく事業の実施内容等の具体的な業務内容について県と協議の

上、業務計画書を作成し、県に提出すること。 

（２）委託業務完了後、上記の実施項目の結果をとりまとめるとともに、どの程度の県民の方に

認知度や理解を広めることができたかなど、企画の成果を定量的に評価した報告書を作成

し、県の検査を受けること。   

 

６ 著作権等 

（１）本業務で納品された成果品の著作権（著作権法第 27条及び第 28条で定める権利含む）は

全て県に帰属するものとする。また、二次利用できることを原則とする。 

（２）他人の名誉、信用、プライバシー権、著作権・肖像権、その他の権利を侵害しないこと。

また、権利者の許諾が必要な場合は、本件の業務の受託者は、必要な権利処理を行うものと

する。 

（３）業務を実施するに当たり、第三者が権利を保有する素材（著名人、キャラクター、音楽等）

を活用する際には、権利保有者との交渉、契約締結、契約料の支払い、出演料、利用料、ス

ケジュール調整、交通手段の確保等、その他付随する業務全般を実施すること。利用権に期

限がある場合には明示すること。 

（４）受託者は、県が認めた場合を除き、成果品に係る著作者人格権を行使できないものとする。 

（５）成果品については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。なお、第

三者が有する知的財産権の侵害の申立てを受けたときには、受託者の責任（解決に要する一

切の費用負担を含む。）において解決すること。 

（６）ポスター（電子データ含む）及び各種広報媒体に使用した電子データを納品すること。 

 

７ 委託業務実施体制 

（１）業務責任者を定め、委託業務全般の管理を行わせるとともに、本業務を実施するための 

十分な人員を配置すること。 

（２）受託者は、委託業務の実施に係る進捗状況の報告、疑義の確認や問題点の解決、各種連

絡、その他業務の円滑な遂行に必要な事項の協議や情報共有のため、必要に応じて随時、

委託者との打合せ・連絡調整を行い、迅速かつ効率的・効果的な業務遂行に努めること。 

 

８ その他の条件 

（１）県は、業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、受託者に協議



を申し出る場合がある。この場合、受託者は、委託料の範囲内において仕様の変更に応じ

ること。 

（２）本業務に関して、受託者が県から受領又は閲覧した資料等について、発注者の了解なく

公表又は使用してはならない。 

（３）本業務で知り得た発注者及び企業等の業務上の秘密を保持しなければならない。 

（４）業務（再委託した場合を含む。）の運営上取り扱う個人情報を、契約書に定める事項及

び関係法令その他の社会的規範を遵守し、適切に管理しなければならない。 

（５）業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに委託者に報告し、協議を行い、その指示

を受けること 

（６）これらの条件に違反したとき又は業務を完了する見込のないときは、委託者は契約を解

除し、受託者に対し損害賠償を求める場合がある。 

（７）業務の一部を第三者に委託することができることとするが、その場合は、委託先ごとの

業務内容等について、事前に委託者の承諾を得なければならない。 

（８）本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者で協議し決定する。 

    


